
東南海・南海地震などの大地震に備えて　 木造住宅の耐震診断・耐震改修

耐震診断を受けて、お家の耐震性を確認しましょう！

木造住宅の耐震改修に補助を始めます
　　　　　　　　　　　　　７月１日㈮申込受付開始！

■申込み　事前に担当窓口（電話でも可）へご相談ください。その際、建築確認通知書の写しや建築物の登記簿など、
　　　　　住宅の建築年度や構造が分かる資料をお持ちください。

■税の減額制度　耐震診断を受けた後に耐震改修を行った場合、申請をすれば固定資産税と所得税が減額されます。

■ご注意　悪質業者による耐震診断、耐震改修工事のトラブルには十分気をつけてください。

問合せ　　○市庁舎別館建築審査課　建築指導係　℡0897－52－1558　　○各総合支所建設管理課　建設管理係

■対象となる住宅
　昭和56年５月31日以前に着工された２階建て以下の一
戸建て木造住宅で、延べ面積が500㎡以下のもの

■対象となる耐震診断
　愛媛県木造住宅耐震診断事務所の登録を受けた建築士
事務所が実施する耐震診断

■補助金の額（限度額）
　耐震診断に要する経費の３分の２以内（２万円）

■申込期間　７月１日㈮～11月30日㈬

■対象となる住宅
　市が実施する耐震診断を受けて「倒壊する可能性があ
る・倒壊する可能性が高い」と判定された住宅で、改修
後「倒壊しない・一応倒壊しない」と査定されたもの。

■補助金の額（限度額）
　耐震改修設計に要する経費の３分の２以内（20万円）
　耐震改修工事に要する経費の３分の２以内（60万円）
　耐震改修工事監理に要する経費の３分の２以内（４万円）

■申込期間　７月１日㈮～12月28日㈬
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